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事業報告 

財産および損益の状況の推移 

  当社グループ 

区    分 
2022年度 2023年度 2024年度 2025年度 

（当連結会計年度） 

売  上  収 益 

（百万円） 

103,608 108,278 115,593 119,257 

コ ア 営 業 利 益

（百万円） 

6,734 7,584 7,743 9,551 

営 業 利 益 

（百万円） 

8,259 7,772 3,480 12,073 

親会社の所有者に帰属す

る当期利益 （百万円） 

5,722 6,180 1,496 10,568 

基本的 1 株当たり当期 

利益 （円） 

129.96 142.55 35.32 256.49 

総 資 産 

（百万円） 

118,971 125,622 120,693 131,892 

資 本 

（百万円） 

78,013 85,511 82,501 92,872 

１株当たり親会社所有者 

帰属持分        （円） 

1,785.25 1,985.07 1,964.73 2,272.46 

（注）1.コア営業利益は、売上収益から売上原価、販売費及び一般管理費を控除して算出しております。  

2.2023 年度は、高機能エラストマー製品事業に係る減損損失を計上したものの、円安に伴う為替

差益の増加により、増益となりました。 

3.2024 年度は、報告セグメント全てで増収となったものの、連結子会社に係る減損損失を計上し

たことにより、減益となりました。 

4.2025 年度（当連結会計年度）につきましては、「事業の経過およびその成果」に記載のとおりで

あります。 

5.「基本的 1株当たり当期利益」および「1株当たり親会社所有者帰属持分」の算定上の基礎とな

る自己株式数には、役員報酬 BIP信託口が所有する当社株式を含めております。 



主要な事業内容 

自動車部品事業 自動車用伝動ベルト製品（補機駆動用伝動ベルトおよび補機駆動用伝動システム製

品）、二輪車用伝動ベルト製品（スクーター用変速ベルト）など 

産業資材事業 一般産業用伝動ベルト製品（産業機械用 Vベルト、歯付ベルト、プーリなど）、その

他伝動用製品、運搬ベルト（コンベヤベルト、樹脂コンベヤベルト、同期搬送用ベル

ト）、運搬システム製品、もみすりロールなど 

高機能エラストマー

製品事業 

クリーニングブレード、高機能ローラ、精密ベルト、ポリウレタン機能部品、精密研

磨材、建築資材用フイルム、医療用フイルム、装飾表示用フイルム、工業用フイルム

など 

その他事業 ロボット関連デバイス、電子資材、医療機器など

主要な事業所および工場 

名称 所在地 

本店（本社事業所）・基盤技術研究所 神戸市中央区 

東京支店 東京都中央区 

足利工場 

和歌山工場・伝動技術研究所 

南海工場 

加古川工場 

栃木県足利市 

和歌山県紀の川市 

大阪府泉南市 

兵庫県加古川市 

従業員の状況 

①当社グループの従業員の状況

従業員数 対前年度末増減 

4,159名 66名増 

（注）パートタイマー等臨時雇用者（888名）は含まれておりません。 

  ②当社の従業員の状況 

従業員数 対前期末増減 平均年齢 平均勤続年数 

1,329名 24名増 42才 11か月 15年 11か月 

（注）1．出向者（79 名）およびパートタイマー等臨時雇用者（378名）は含まれておりません。 

2．取締役を兼務していない執行役員 8名を含んでおります。 

主要な借入先 

借入先 借入額 

株式会社三井住友銀行 2,198百万円 

株式会社みずほ銀行 1,536百万円 

株式会社三菱ＵＦＪ銀行 1,494百万円 



会社の株式に関する事項 

（１）発行可能株式総数 187,000,000株 

（２）発行済株式の総数 44,213,536株（自己株式3,157,187株を含む。） 

（３）株主数   11,031名 

（４）大株主

大 株 主 名 
当社への出資の状況 

持株数 出資比率 

バンドー共栄会 4,927千株 12.00% 

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 3,866 9.42 

株式会社三井住友銀行 2,048 4.99 

明治安田生命保険相互会社 2,000 4.87 

株式会社みずほ銀行 1,800 4.39 

株式会社三菱 UFJ 銀行 1,575 3.84 

三菱 UFJ信託銀行株式会社 1,401 3.41 

日本生命保険相互会社 1,174 2.86 

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 971 2.37 

バンドー化学社員持株会   713 1.74 

（注）1．当社は、自己株式を 3,157,187株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。 

2．出資比率は、自己株式を控除して算出しております。 

3．上記の出資比率につきましては、小数点第3位を四捨五入して表示しております。 

（５）その他株式に関する重要な事項

① 2025年5月15日開催の取締役会において、当社定款第6条に基づき、自己株式の取得を決議し、同

年5月16日から12月2日にわたって、これを実施いたしました。この結果、取得した株式の総数は

1,065,500株、取得価額の総額は1,999,879,449円となりました。

② 2026年5月14日開催の取締役会において、当社定款第6条に基づき、次のとおり、自己株式を取得

することを決議いたしました。

1. 理由

経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行および株主還元の一環として実施

2. 取得方法

東京証券取引所における市場買付

3. 取得する株式の種類

当社普通株式

4. 取得する株式の総数

130万株（上限）

5. 株式取得価額の総額

20億円（上限）

6. 取得期間

2026年5月15日～2027年4月30日



会計監査人の状況 

（１）会計監査人の名称 

有限責任 あずさ監査法人 

（２）会計監査人の報酬等の額 

① 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 75百万円 

② 当社および当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 78百万円 

（注）1．当社と会計監査人との間の監査契約においては、会社法上の監査に対する報酬等の額と金融商品取引法上の監査

に対する報酬等の額を区分しておらず、かつ、実質的にも区分できないことから、上記①の金額はこれらの合計

額を記載しております。 

2．監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況、報酬見積りの算定根拠等を確認し、

これを検討した結果、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。 

3．当社の重要な子会社のうち、海外子会社の一部については、当社の会計監査人以外の公認会計士または監査法人

（外国におけるこれらの資格に相当する資格を有する者を含む。）の監査を受けております。 

4．上記②の金額には、前事業年度に係る追加報酬額2百万円が含まれております。  

（３）非監査業務の内容 

該当事項はありません。 

（４）会計監査人の解任または不再任の決定の方針 

監査等委員会は、会計監査人が会社法第 340 条第 1 項各号に定める項目のいずれかに該当すると判断したときは、

監査等委員全員の同意により、会計監査人を解任いたします。 

また、監査等委員会は、会計監査人がその職務を適切に遂行することが困難であると判断したとき、または監査の

適正性をより高めるために会計監査人の変更が妥当であると判断したとき、その他必要と判断したときは、会計監査

人の解任または不再任に関する議案を決定し、当該議案を株主総会に提出することを取締役会に求める方針でありま

す。 



企業集団における業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況 

（１）企業集団における業務の適正を確保するための体制 

当社は、取締役会において、企業集団における業務の適正を確保するための体制について、以下のとおり、決議し

ております。 

① 取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

バンドーグループ行動規範や企業倫理も含めた法令等遵守に係る規程を制定し、法令等遵守委員会を含む各種委

員会から構成されるサステナビリティ委員会を設置し、グループの役員および従業員に対する啓蒙活動、内部監査

部門によるグループ全体の内部監査、社外の弁護士を通報先の一つとする内部通報制度の採用、グループ全員によ

る法令および企業倫理遵守を期す体制とする。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存と管理に関する体制

文書および情報管理に係る規程を含め社内規則の整備を進め、その定めに従って、役員および従業員の業務に係

る情報について、情報セキュリティを含め、その他の管理について規定し、適切な情報管理を期す体制とする。

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

経営に重大な影響を与える事象の発生に備え、リスク管理委員会を設置し、適切な対応を期す体制とする。また、

重要な業務執行に関しては、取締役会等の会議体において、リスクマネジメントという視点も含めて審議をする体

制とする。

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

決裁権限に関する規程を整備して権限委譲を図るとともに、必要に応じて弾力的に委員会等を活用することによ

り、取締役の職務の執行が効率的に行われる体制とする。また、内部監査制度、予算・業績管理制度、人事管理制

度等各種制度を常に見直し、業務が有効かつ効率的に行われる体制とする。

⑤ 当社および当社の子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制

当社は、グループ会社とともにグループ全体の企業価値の向上を図るため、経営理念、バンドーグループ行動規

範、重要な社内規則の共有、それら社内規則等の整備、グループ各社に対する当社内部監査部門による内部監査の

実施、関係会社管理に関する規程の制定等により、グループ全体の業務の適正を図る体制とする。

（１）当社の子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制 

当社が定める関係会社管理に関する規程等により、定期的に事業の執行状況を報告させるほか、子会社の重

要な業務執行については、その都度、報告をさせ、当社と協議する体制とする。 

（２）当社の子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

子会社の取締役および使用人は、自社に内在するリスクを把握、分析、評価したうえで適切な対  策を実施

するとともに、不測の事態や危機の発生時には、当社に速やかに連絡する体制とする。 

（３）当社の子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

子会社の規模や業態等に応じて、決裁権限に関する規程等を整備させるとともに、各種の規則等を整備させ

ることにより、業務が有効かつ効率的に行われる体制とする。 

⑥ 監査等委員会の職務を補助すべき取締役および使用人に関する事項

監査等委員会事務局を設置し、監査等委員会が必要とする場合、監査等委員会の職務を補助する従業員を配置す

る体制とする。

⑦ 前号の使用人の取締役（監査等委員である取締役を除く）からの独立性に関する事項

監査等委員会事務局に配属された従業員の人事異動を含む人事に関する事項の決定については、監査等委員会の

事前の同意を得る体制とする。

⑧ 監査等委員会の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

当該使用人が監査等委員会の指揮命令のもと監査等委員会の職務を補助する体制とする。



⑨ 当社および当社の子会社の取締役および使用人が監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委員会への

報告に関する体制

当社および当社の子会社の取締役および使用人が、当社グループに著しい損害を及ぼすおそれのある事実あるい

は法令・定款に違反する事実を発見したときは、遅滞なく監査等委員会に報告する体制とするとともに、報告した

者が不利な扱いを受けない体制とし、グループ内で周知徹底する。また、あわせて、当社内部監査部門は、その監

査結果をすべて監査等委員会に報告する体制とする。

⑩ 監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続きその他の当該職務の執行について生ず

る費用または、債務の処理に係る方針に関する事項

監査等委員の職務の執行について生ずる費用については、全額を前払いまたは償還する体制とする。 

⑪ その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

監査等委員会は、重要会議への出席、社長や執行役員との定期的な意見交換、重要案件の決裁書の確認、関係会

社の監査役との意見交換等によりその権限を支障なく行使できる体制とする。

（２）企業集団における業務の適正を確保するための体制の運用状況 

企業集団における業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は、以下のとおりであります。 

① 法令および定款への適合を確保するための体制

当社は、法令等遵守委員会を設置し、国内外の法令や企業倫理を遵守するための施策を検討し、バンドーグルー

プ行動規範に関する講習会の実施のほか、経営トップによる当社グループのすべての役員および従業員に向けた法

令や企業倫理の遵守に関するメッセージの発信等、グループ全員による法令や企業倫理の遵守を徹底するための取

組みを実施しております。

② 情報の保存と管理に関する体制

当社は、文書管理規則や情報セキュリティ管理規則を制定しているほか、情報セキュリティ講習を定期的に開催

する等、適切な情報管理を行うための取組みを実施しております。

③ 損失の危険の管理に関する体制

当社は、リスク管理委員会を設置し、災害・事故、製品に関するリスク、その他当社グループの事業経営に重大

な影響を与える事象を分析し、必要な対応を検討、実施しております。また、重要な業務執行の決定にあたっては、

多角的にリスクの分析、検討を行っているほか、天変地異等については各種保険を合理的な範囲で付保しておりま

す。その他、BCP（事業継続計画）の策定等、当社グループにおけるリスクの顕在化に備えるべく、各種の取組みを

実施しております。

④ 効率的な職務執行を確保するための体制

当社は、決裁規則を制定して権限委譲を図っているほか、執行役員制度を導入するとともに、社長による経営の

意思決定のための諮問機関である経営課題審議会を設置し、重要案件について戦略視点から多角的な討議を行う等、

取締役による職務執行を効率化するための取組みを実施しております。

⑤ 企業集団における業務の適正を確保するための体制

当社は、バンドーグループ行動規範やグループ全体に適用する社内規則を整備し、これらをグループ会社と共有

しているほか、関係会社管理規則を制定し、月次報告書にて事業の執行状況についてグループ会社から定期的に報

告を受けるとともに、グループ会社における管理制度の構築・整備のための支援を行っております。また、内部監

査部門から活動計画および監査結果につき報告を受ける等、グループ全体における業務の適正を確保するための取

組みを実施しております。

⑥ 監査等委員会による実効的な監査を確保するための体制

監査等委員である取締役は、取締役会に限らず、経営課題審議会や法令等遵守委員会、リスク管理委員会等の重

要会議に出席しているほか、社長との定期的な意見交換や決裁書を含む各種書類の閲覧等、実効的な監査を行うた

めの取組みを実施しております。



（単位：百万円）

親会社の所有者に帰属する持分

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式

2025年４月１日残高 10,951 2,921 59,418 △3,678

当期利益 10,568

その他の包括利益

当期包括利益合計 － － 10,568 －

剰余金の配当 △3,235

自己株式の取得 △43 △2,000

自己株式の処分 2 15

株式に基づく報酬取引 65

その他の資本の構成要素から
利益剰余金への振替

128

所有者との取引額等合計 － 24 △3,106 △1,985

2026年３月31日残高 10,951 2,946 66,880 △5,664

親会社の所有者に帰属する持分
非支配持分 資本合計その他の資本の

構成要素
合計

2025年４月１日残高 12,519 82,131 369 82,501

当期利益 10,568 22 10,591

その他の包括利益 5,103 5,103 9 5,113

当期包括利益合計 5,103 15,672 32 15,704

剰余金の配当 △3,235 △137 △3,372

自己株式の取得 △2,044 △2,044

自己株式の処分 17 17

株式に基づく報酬取引 65 65

その他の資本の構成要素から
利益剰余金への振替

△128 － －

所有者との取引額等合計 △128 △5,196 △137 △5,333

2026年３月31日残高 17,494 92,608 264 92,872

その他の包括利
益を通じて測定
する金融資産の
公正価値の変動

在外営業活動体
の換算差額

確定給付制度の
再測定

合計

2025年４月１日残高 5,064 7,454 － 12,519

当期利益

その他の包括利益 1,775 3,369 △41 5,103

当期包括利益合計 1,775 3,369 △41 5,103

剰余金の配当

自己株式の取得

自己株式の処分

株式に基づく報酬取引

その他の資本の構成要素から
利益剰余金への振替

△170 41 △128

所有者との取引額等合計 △170 － 41 △128

2026年３月31日残高 6,670 10,823 － 17,494

連結計算書類
連結持分変動計算書

（自　2025年４月１日　至　2026年３月31日）

（注）１．記載金額は表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。

２．その他の資本の構成要素の内訳



福井ベルト工業株式会社 バンドー・I・C・S株式会社

バンドートレーディング株式会社 バンドーエラストマー株式会社

ビー・エル・オートテック株式会社 バンドー興産株式会社

株式会社Aimedic MMT

Bando USA, Inc. Bando Jungkong Ltd.

Bando Korea Co., Ltd. Bando (Shanghai) Management Co., Ltd.

Bando Belt (Tianjin) Co., Ltd. Bando Manufacturing (Dongguan) Co., Ltd.

Bando Siix Limited Bando Manufacturing (Vietnam) Co., Ltd.

Bando Manufacturing (Thailand) Ltd. Bando (Singapore) Pte. Ltd.

Bando (India) Private Limited Bando Belt Manufacturing (Turkey), Inc.

Bando Europe GmbH Bando Iberica, S.A.

バン工業用品株式会社 北陸バンドー株式会社

バンドー・ショルツ株式会社 浩洋産業株式会社

Sanwu Bando Inc. Kee Fatt Industries Sdn. Bhd.

PT. Bando Indonesia Philippine Belt Manufacturing Corp.

Accupower Distributors Inc.

連結注記表

  〈連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記〉 

１.連結計算書類の作成基準

当社および子会社（以下、「当社グループ」という。）の連結計算書類は、会社計算規則第120条第１

項の規定により、国際財務報告基準（以下、「IFRS」という。）に準拠して作成しております。なお、

連結計算書類は同項後段の規定により、IFRSで求められる開示項目の一部を省略しております。

２. 連結の範囲に関する事項

連結子会社の数 21社

(1) 国内子会社　　　　　７社

(2) 海外子会社　　　　　14社

３. 持分法の適用に関する事項

持分法適用会社の数 ９社

(1) 国内持分法適用会社　４社

(2) 海外持分法適用会社　５社



連結子会社名 決算日

Bando (Shanghai) Management Co., Ltd. 12月末日

Bando Belt (Tianjin) Co., Ltd. 12月末日

Bando Manufacturing (Dongguan) Co., Ltd. 12月末日

４. 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社のうち、決算日が連結決算日と異なる会社は次のとおりであります。

　所在する現地法制度上、親会社と異なる決算日が要請されていることにより、決算日を親会社の決算日に

統一することが実務上不可能であり、連結計算書類の作成には、連結決算日で実施した仮決算に基づく計算

書類を使用しております。

５. 会計方針に関する事項

(1) 金融商品の評価基準および評価方法

① デリバティブ以外の金融資産

(ⅰ) 分類

　当社グループは、デリバティブ以外の金融資産を、償却原価で測定する金融資産、その他の包括

利益を通じて公正価値で測定する金融資産、または純損益を通じて公正価値で測定する金融資産に

分類しております。

ａ. 償却原価で測定する金融資産

　金融資産は、次の要件を共に満たす場合に償却原価で測定する金融資産に分類しております。

・契約上のキャッシュ・フローを回収するために金融資産を保有することを目的とする事業モデ

ルに基づいて保有されている。

・金融資産の契約条件により、元本および元本残高に対する利息の支払のみであるキャッシュ・

フローが所定の日に生じる。

ｂ. その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産

　当初認識時に事後の公正価値の変動をその他の包括利益に表示するという取消不能な選択をし

た資本性金融資産については、その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産に分類し

ております。

ｃ. 純損益を通じて公正価値で測定する金融資産

　償却原価で測定する金融資産またはその他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産以

外の金融資産は、純損益を通じて公正価値で測定する金融資産に分類しております。

　ただし、純損益を通じて公正価値で測定しない金融資産に対し、純損益を通じて公正価値で測

定する金融資産として指定することにより、会計上のミスマッチを除去または大幅に低減する場

合には、当初認識時に、純損益を通じて公正価値で測定する金融資産として指定する取消不能な

選択をする場合があります。

(ⅱ) 当初認識および測定

　当社グループは、営業債権及びその他の債権を、これらの発生日に当初認識しております。その

他のすべての金融資産は、当社グループが当該金融資産の契約当事者となった取引日に当初認識し

ております。すべての金融資産は、純損益を通じて公正価値で測定する金融資産に分類される場合

を除き、公正価値に取引コストを加算した金額で当初測定しております。また、重大な金融要素を

含まない営業債権は、取引価格で当初測定しております。

(ⅲ) 事後測定

　金融資産の当初認識後の測定は、その分類に応じて次のとおり測定しております。

ａ. 償却原価で測定する金融資産

　償却原価で測定する金融資産については、実効金利法を適用した総額から減損損失を控除して

測定しております。



ｂ. その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産

　その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融資産に係る公正価値の変動額は、そ

の他の包括利益として認識しております。当該金融資産の認識の中止が行われる場合、または公

正価値が著しく下落した場合、過去に認識したその他の包括利益は利益剰余金に直接振り替えて

おります。なお、当該金融資産からの配当金については純損益として認識しております。

ｃ. 純損益を通じて公正価値で測定する金融資産

　純損益を通じて公正価値で測定する金融資産については、当初認識後は公正価値で測定し、そ

の変動額は純損益として認識しております。

(ⅳ) 認識の中止

　金融資産は、キャッシュ・フローに対する契約上の権利が消滅したか、譲渡されたか、または実

質的に所有に伴うすべてのリスクと経済価値が移転した場合に認識を中止しております。

(ⅴ) 減損

　当社グループは償却原価で測定する金融資産に係る予想信用損失に対する貸倒引当金を認識して

おります。

ａ. 信用リスクの著しい増大の判定

　当社グループは、金融資産の全部または一部について回収ができず、または回収が極めて困難

であると判断される場合を債務不履行とみなしており、期末日ごとに、金融資産の債務不履行発

生のリスクを期末日現在と当初認識日現在で比較し、金融資産に係る信用リスクが当初認識以降

に著しく増大しているかどうかを評価しております。

　なお、当社グループは、信用リスクが著しく増加しているかどうかを当初認識以降の債務不履

行の発生リスクの変化に基づいて判断しており、債務不履行の発生リスクに変化があるかどうか

を評価するにあたっては、主に次を考慮しております。

・期日経過の情報

・借手の経営成績の悪化

ｂ. 予想信用損失アプローチ

　予想信用損失は、契約に基づいて当社グループが受け取るべき契約上のキャッシュ・フロー

と、当社グループが受け取ると見込んでいるキャッシュ・フローとの差額の現在価値でありま

す。金融資産に係る信用リスクが当初認識以降に著しく増大している場合には、当該金融資産に

係る貸倒引当金を全期間の予想信用損失に等しい金額で測定し、著しく増加していない場合に

は、12ヶ月の予想信用損失に等しい金額で測定しております。

　なお、上記にかかわらず、重大な金融要素を含んでいない営業債権については、貸倒引当金を

全期間の予想信用損失に等しい金額で測定しております。

　金融資産に係る貸倒引当金の繰入額は、純損益で認識しております。貸倒引当金を減額する事

象が発生した場合は、貸倒引当金の戻入額を純損益で認識しております。

② デリバティブ以外の金融負債

(ⅰ) 分類

　当社グループは、デリバティブ以外の金融負債を、償却原価で測定する金融負債に分類しており

ます。

(ⅱ) 当初認識および測定

　当社グループは、当社グループが発行した負債証券を、その発行日に当初認識しております。

　その他のすべての金融負債は、当社グループが当該金融負債の契約当事者になる取引日に当初認

識しております。

　すべての金融負債は公正価値に取引コストを減算した金額で当初測定しております。



(ⅲ) 事後測定

　金融負債の当初認識後の測定は、償却原価で測定する金融負債については、実効金利法による償

却原価で測定しております。

(ⅳ) 認識の中止

　金融負債は消滅した時、すなわち、契約中に特定された債務が免責、取消し、または失効となっ

た時に認識を中止しております。

③ デリバティブおよびヘッジ会計

当社グループは、為替リスクや金利リスクをそれぞれヘッジするために、為替予約、金利スワップ契

約等のデリバティブを利用しております。これらのデリバティブは、契約が締結された時点の公正価値

で当初測定され、その後も公正価値で再測定しております。

　デリバティブの公正価値変動額は純損益として認識しております。ただし、キャッシュ・フロー・ヘ

ッジの有効部分はその他の包括利益として認識しております。

(ⅰ) ヘッジ会計の適格要件

　当社グループは、ヘッジ開始時に、ヘッジ会計を適用しようとするヘッジ関係ならびにヘッジを

実施するに当たってのリスク管理目的および戦略について、公式に指定および文書化を行っており

ます。当該文書は、具体的なヘッジ手段、ヘッジ対象となる項目または取引ならびにヘッジされる

リスクの性質およびヘッジされたリスクに起因するヘッジ対象の公正価値またはキャッシュ・フロ

ーの変動に対するエクスポージャーを相殺するに際してのヘッジ手段の公正価値変動の有効性の評

価方法などを含んでおります。これらのヘッジは、公正価値またはキャッシュ・フローの変動を相

殺する上で非常に有効であることが見込まれますが、ヘッジ指定を受けたすべての財務報告期間に

わたって実際に非常に有効であったか否かを判断するために、継続的に評価しております。

(ⅱ) 適格なヘッジ関係の会計処理

ヘッジ会計の適格要件を満たすヘッジ関係については、次のように会計処理しております。

ａ. 公正価値ヘッジ

　デリバティブの公正価値変動は、純損益として認識しております。ヘッジされるリスクに起因

するヘッジ対象の公正価値変動については、ヘッジ対象の帳簿価額を修正し、純損益として認識

しております。

ｂ. キャッシュ・フロー・ヘッジ

ヘッジ手段に係る利得または損失のうち有効部分はその他の包括利益として認識し、非有効部

分はただちに純損益として認識しております。

　その他の包括利益に計上されたヘッジ手段に係る金額は、ヘッジ対象である取引が純損益に影

響を与える時点で純損益に振り替えております。ヘッジ対象が非金融資産または非金融負債の認

識を生じさせるものである場合には、その他の包括利益として認識されている金額は、非金融資

産または非金融負債の当初の帳簿価額の修正として処理しております。

　予定取引または確定約定の発生がもはや見込まれない場合には、従来その他の包括利益を通じ

て資本として認識していた累積損益を純損益に振り替えております。ヘッジ手段が失効、売却、

または他のヘッジ手段への入替えや更新が行われずに終了または行使された場合、もしくはヘッ

ジ指定を取り消された場合には、ヘッジされた将来キャッシュ・フローの発生がまだ見込まれる

場合に限り、従来その他の包括利益を通じて資本として認識されていた金額は、予定取引または

確定約定が発生するまで引き続き資本に計上しております。



④ 金融商品の公正価値

金融商品の公正価値は、市場価格等の情報や、マーケット・アプローチ、インカム・アプローチ、コ

スト・アプローチ等の算出技法に基づき、決定されております。

公正価値の測定に使用されるインプットは、次の３つのレベルがあります。

レベル１：当社グループが測定日現在でアクセスできる同一の資産または負債に関する活発な市場に

おける（無調整の）相場価格

レベル２：資産または負債について直接または間接に観察可能なインプットのうち、レベル１に含ま

れる相場価格以外のもの

レベル３：資産または負債についての観察可能でないインプット

(2) 棚卸資産の評価基準および評価方法

棚卸資産は、取得原価と正味実現可能価額のいずれか低い価額で測定しております。取得原価は主とし

て総平均法に基づいて算定されており、購入原価、加工費および現在の場所ならびに状態に至るまでに要

した全ての費用を含んでおります。正味実現可能価額は、通常の営業過程における予想売価から、完成に

要する見積原価および販売に要する見積費用を控除して算定しております。

(3) 有形固定資産の減価償却方法

有形固定資産の測定においては原価モデルを採用し、取得原価から減価償却累計額および減損損失累計

額を控除した価額で計上しております。取得原価には、当該資産の取得に直接関連する費用、解体・除去

および土地の原状回復費用および適格資産の取得、建設または生産に直接起因する借入コストが含まれて

おります。

　取得後に追加的に発生した支出については、その支出により将来の経済的便益が当社グループに流入す

る可能性が高く、金額を信頼性をもって測定することができる場合にのみ、当該取得資産の帳簿価額に算

入するか個別の資産として認識するかのいずれかにより会計処理しております。他のすべての修繕および

維持に係る費用は、発生時に純損益として認識しております。

　償却可能有形固定資産の減価償却は定額法によっております。

　減価償却の算定に用いた主要な有形固定資産の見積耐用年数は概ね次のとおりであります。

建物及び構築物 ３～50年

機械装置及び運搬具　　５～12年

使用権資産 見積耐用年数とリース期間のいずれか短い年数

　見積耐用年数および減価償却方法は各報告期間末に見直しを行っており、変更があった場合は、会計上

の見積りの変更として将来に向かって適用しております。

(4) 無形資産（のれんを除く）の償却方法

無形資産の測定においては原価モデルを採用し、取得原価から償却累計額および減損損失累計額を控除

した価額で計上しております。

　開発活動で発生したコストは、次のすべての条件を満たしたことを立証できる場合にのみ、資産計上し

ております。

・使用または売却できるように無形資産を完成させることの技術上の実行可能性

・無形資産を完成させ、さらにそれを使用または売却するという企業の意図

・無形資産を使用または売却できる能力

・無形資産が蓋然性の高い将来の経済的便益を創出する方法

・無形資産の開発を完成させ、さらにそれを使用または売却するために必要となる適切な技術上、財務上

およびその他の資源の利用可能性

・開発期間中の無形資産に起因する支出を、信頼性をもって測定できる能力

これらの開発資産は、開発活動の終了の後、量産が開始される時点より、当該開発資産が正味のキャッ

シュ・インフローをもたらすと期待される期間にわたって償却されます。なお、上記の資産計上の要件を

満たさない開発費用および研究活動に関する支出は、発生時に費用処理しております。

　耐用年数を確定できる無形資産は、それぞれの見積耐用年数にわたって、定額法で償却を行っておりま

す。



　耐用年数を確定できない無形資産を除き、主要な無形資産の見積耐用年数は概ね次のとおりでありま

す。

ソフトウエア　　　　　　　５年

開発資産 ５～12年

顧客関連資産 14年

　耐用年数を確定できる無形資産の耐用年数および償却方法は、各報告期間末に見直しを行い、変更があ

った場合は、会計上の見積りの変更として将来に向かって適用しております。

　耐用年数が確定できない無形資産については、償却を行わず、減損テストを行っております。

(5) リース

当社グループは、契約の締結時に契約がリースであるかまたはリースを含んでいるかを判定しておりま

す。契約が特定された資産の使用を支配する権利を一定期間にわたり対価と交換に移転する場合には、当

該契約はリースであるかまたはリースを含んでいると判定しています。

　契約がリースであるかまたはリースを含んでいると判定した場合、リース開始日に使用権資産およびリ

ース負債を認識しております。リース負債は未払リース料総額の現在価値で測定し、使用権資産は、リー

ス負債の当初測定の金額に、開始日以前に支払ったリース料等、借手に発生した当初直接コストおよびリ

ースの契約条件で要求されている原状回復義務等のコストを調整した取得原価で測定しております。

　当初認識後は、使用権資産は見積耐用年数とリース期間のいずれか短い年数にわたって、定額法で減価

償却を行っております。

リース料は、利息法に基づき金融費用とリース負債の返済額に配分し、金融費用は連結損益計算書にお

いて認識しております。

　ただし、リース期間が12ヶ月以内の短期リースおよび原資産が少額のリースについては、使用権資産お

よびリース負債を認識せず、リース料をリース期間にわたって、定額法または他の規則的な基礎のいずれ

かにより費用として認識しております。

(6) 非金融資産の減損

当社グループの各報告期間ごとに、各資産についての減損の兆候の有無の判定を行い、減損の兆候が存

在する場合、または、毎年減損テストが要求されている場合には、その資産の回収可能価額を見積ってお

ります。

　資産の回収可能価額は資産または資金生成単位の処分コスト控除後の公正価値と使用価値のいずれか高

い方の金額としており、資産が他の資産または資産グループから概ね独立したキャッシュ・インフローを

生成しない場合を除き、個別の資産ごとに決定しております。資産または資金生成単位の回収可能価額が

帳簿価額を下回っている場合は、当該資産の帳簿価額をその回収可能価額まで減額し、減損損失を純損益

として認識しております。使用価値の評価にあたり、見積られた将来キャッシュ・フローは、貨幣の時間

価値および当該資産に固有のリスクに関する現在の市場評価を反映した割引率を用いて現在価値まで割り

引いております。

　耐用年数を確定できない無形資産および未だ使用可能ではない無形資産は償却の対象ではなく、毎期、

資産の回収可能額を見積り、その帳簿価額と比較する減損テストを実施しております。

　のれんについても毎年減損テストを実施し、取得原価から減損損失累計額を控除した額が帳簿価額とな

ります。のれんは、減損テスト実施のために、企業結合のシナジーによる便益を得ることが期待される各

資金生成単位または資金生成単位グループに配分しております。

　のれん以外の資産に関しては、各報告期間の期末日において、過去に認識した減損損失がもはや存在し

ないか、または減少している可能性を示す兆候があるか否かを判定しております。このような兆候が存在

する場合は、資産の回収可能価額の見積りを行っております。見積られた回収可能価額が資産の帳簿価額

を超える場合は、減損損失を戻入れております。戻入れ後の帳簿価額は、過去において当該資産について

認識した減損損失がなかったとした場合の帳簿価額（減価償却累計額控除後または償却累計額控除後）を

超えない範囲で認識しております。減損の戻入額は純損益として認識しております。

　なお、のれんについて認識した減損損失の戻入れは行っておりません。



(7) 重要な引当金の計上基準

当社グループは、過去の事象の結果として現在の法的または推定的債務を有しており、債務の決済を要

求される可能性が高く、かつ当該債務の金額について信頼性のある見積りが可能である場合に引当金を認

識しております。

　貨幣の時間価値の影響が重要である場合、引当金は当該負債に特有のリスクを反映させた割引率を用い

た現在価値により測定しております。割引計算を行った場合、時の経過による引当金の増加は金融費用と

して認識しております。

(8) 従業員給付

① 退職後給付

当社グループは、確定給付制度および確定拠出制度を採用しております。

(ⅰ) 確定給付型年金制度

　確定給付型年金制度に関連する債務額は、確定給付制度債務の現在価値から制度資産の公正価値

を控除した金額で認識しております。

　確定給付負債または資産の純額の再測定は、発生時にその他の包括利益として認識し、ただちに

利益剰余金に振り替えており、過去勤務費用、確定給付負債または資産の純額に係る利息費用およ

び清算損益は純損益として認識しております。

(ⅱ) 確定拠出型年金制度

　確定拠出型年金制度の退職給付に係る費用は、拠出した時点で費用として認識しております。

　なお、当社および一部の連結子会社が、2019年４月１日付で移行したリスク分担型企業年金制度

は、追加掛金の拠出義務を実質的に負っていないため確定拠出型年金制度に分類されます。

② 短期従業員給付

短期従業員給付については、割引計算は行わず、従業員が関連する勤務を提供した時点で費用処理し

ております。

　当社が従業員から過去に提供された労働の結果として支払うべき現在の法的および推定的債務を負っ

ており、かつ、その金額を信頼性をもって見積ることができる場合、支払われると見積られる額を負債

として認識しております。

③ その他の長期従業員給付

当社グループは、年金制度以外の長期従業員給付として、一定の勤続年数に応じた特別休暇制度を有

しております。その他の長期従業員給付に対する債務額は、従業員が過年度および当年度において提供

したサービスの対価として稼得した将来給付の見積額を現在価値に割り引いた額で計上しております。

　割引率は、当社の債務と概ね同じ満期日を有する期末日時点の優良社債の利回りを使用しておりま

す。

(9) 収益の認識

当社グループでは、IFRS第９号「金融商品」に基づく利息および配当収益等を除き、次の５ステップア

プローチに基づき、顧客との契約から生じる収益を認識しております。

ステップ１：顧客との契約を識別する。

ステップ２：契約における履行義務を識別する。

ステップ３：取引価格を算定する。

ステップ４：取引価格を契約における別個の履行義務へ配分する。

ステップ５：履行義務を充足した時点で（または充足するにつれて）収益を認識する。

　当社グループの主要な事業は、自動車部品事業、産業資材事業および高機能エラストマー製品事業であ

ります。

　自動車部品事業においては、自動車用伝動ベルト製品、二輪車用伝動ベルト製品などを、産業資材事業

においては、一般産業用伝動ベルト製品、その他伝動用製品、運搬ベルト、運搬システム製品、もみすり

ロールなどを、高機能エラストマー製品事業においては、クリーニングブレード、高機能ローラ、精密ベ

ルト、ポリウレタン機能部品、精密研磨材、建築資材用フイルム、医療用フイルム、装飾表示用フイル



ム、工業用フイルムなどを販売しており、当社グループは顧客に製品を引き渡す履行義務を負っておりま

す。

　当該履行義務は、製品を引き渡す一時点において、顧客が当該製品に対する支配を獲得して充足される

と判断し、同時点で収益を認識しております。また、収益は、顧客との契約において約束された対価から

値引等の見積りを控除した金額で算定しております。

　なお、買戻し契約に該当する一部の有償支給取引については、金融取引として棚卸資産を引き続き認識

するとともに、有償支給先に残存する支給品の期末棚卸高について金融負債を認識しています。

(10) 外貨換算

① 外貨建取引

当社グループ各社の財務諸表は、その企業が事業活動を行う主たる経済環境の通貨である機能通貨で

作成しております。

　外貨建取引は、取引日における為替レートまたはそれに近似するレートで当社グループ各社の機能通

貨に換算しております。

　期末日における外貨建の貨幣性資産および負債は、期末日の為替レートで機能通貨に換算し、換算ま

たは決済によって生じる換算差額は純損益として認識しております。ただし、その他の包括利益を通じ

て公正価値で測定する資本性金融資産およびキャッシュ・フロー・ヘッジから生じる換算差額のうち有

効な部分については、その他の包括利益として認識しております。

② 在外営業活動体

在外営業活動体の資産および負債については期末日の為替レート、収益および費用については、為替

レートが著しく変動していない限り、期中平均レートを用いて日本円に換算しております。為替レート

が著しく変動している場合には、取引日の為替レートを用いて換算いたします。在外営業活動体の財務

諸表の換算から生じる為替換算差額は、その他の包括利益として認識しております。当該差額は「在外

営業活動体の換算差額」として、その他の資本の構成要素に含めており、在外営業活動体が処分された

期間に純損益として認識されます。

　当社グループはIAS第29号「超インフレ経済下における財務報告」に従い、トルコの子会社の財務諸

表を期末日の測定単位に修正することで、トルコのインフレの影響を加えて、連結計算書類に取込んで

おります。超インフレ経済下における在外営業活動体の財務諸表については、IAS第21号「外国為替レ

ート変動の影響」で要求されているとおり、収益および費用についても、期末日の為替レートを用いて

日本円に換算しております。

(11) グループ通算制度の適用

当社と国内子会社は、グループ通算制度を適用しております。



１. 資産から直接控除した貸倒引当金

営業債権及びその他の債権 74百万円

２. 有形固定資産の減価償却累計額および減損損失累計額 115,495百万円

報告セグメント 場所
減損損失

種類 金額（百万円）

高機能エラストマー製品事業 大阪府泉南市 有形固定資産 236

無形資産 5

合計 242

〈会計上の見積りに関する注記〉

（のれんの減損テスト）

(1) 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

のれん　1,178百万円

（うち、株式会社Aimedic MMTに係るものは1,100百万円）

(2) (1)の算出方法および主要な仮定

のれんのうち、株式会社Aimedic MMTに係るものについては、回収可能価額を使用価値により算定し減損

テストを行っております。

使用価値の算定にあたっては、将来キャッシュ・フローを見積ったうえで、現在価値に割り引いておりま

す。将来キャッシュ・フローの見積りにあたっては、経営者が承認した５ヶ年の事業計画を基礎とし、それ

以後の期間については2.0％の成長率を見積もっております。また、現在価値の算定にあたっては、税引前

の割引率として12.8％を使用しております。

　事業計画には、既存製品の販売数量予測や新製品の販売計画が含まれており、これらの仮定に変化が生じ

た場合には、翌連結会計年度の財政状態・経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

〈連結財政状態計算書に関する注記〉

〈連結損益計算書に関する注記〉

（非金融資産の減損）

当社グループは、概ね独立したキャッシュ・インフローを生成させるものとして識別される資産グループ

の最小単位を基礎としてグルーピングを行った資金生成単位にて、資産の減損判定を実施しております。減

損判定の結果、回収可能価額が帳簿価額を下回る場合、その回収可能価額まで帳簿価額を減額し、減損損失

として計上しております。減損損失は、連結損益計算書の「その他の費用」に含まれております。

当連結会計年度において減損損失を計上した資産は、次のとおりであります。

高機能エラストマー製品事業の一部の資産において、収益性の低下等により減損の兆候が認められたた

め、減損損失242百万円を認識しております。回収可能価額は使用価値に基づいており、その価値を零とし

ております。また、割引前将来キャッシュ・フローがマイナスであるため、割引率の記載を省略しておりま

す。



株式の種類
当連結会計年度

期首株式数（株）
当連結会計年度

増加株式数（株）
当連結会計年度

減少株式数（株）
当連結会計年度

期末株式数（株）

普通株式 44,213,536 － － 44,213,536

株式の種類
当連結会計年度

期首株式数（株）
当連結会計年度

増加株式数（株）
当連結会計年度

減少株式数（株）
当連結会計年度

期末株式数（株）

普通株式 2,410,402 1,065,921 15,246 3,461,077

決議日
株式の
種類

配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

2025年６月24日
定時株主総会

普通
株式

1,600 38 2025年３月31日 2025年６月25日

2025年11月７日
取締役会

普通
株式

1,658 40 2025年９月30日 2025年12月１日

① 配当金の総額 3,284百万円

② １株当たり配当額 80円

③ 基準日 2026年３月31日

④ 効力発生日 2026年６月24日

〈連結持分変動計算書に関する注記〉

１. 発行済株式の種類および総数に関する事項

２. 自己株式の種類および株式数に関する事項

（注）１. 当社は、役員報酬ＢＩＰ信託を導入しており、信託が所有する当社株式は自己株式に含めて記載して

おります。

２. 普通株式の増加は、定款の定めに基づく取締役会決議による取得1,065,500株、単元未満株式の買取

421株によるものであります。

３. 普通株式の減少は役員報酬ＢＩＰ信託が保有する当社株式の交付15,246株によるものであります。

４. 当連結会計年度末の自己株式数には、役員報酬ＢＩＰ信託が所有する当社の株式303,890株が含まれ

ております。

３. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

（注）１. 2025年６月24日開催の定時株主総会決議による配当金総額には、役員報酬ＢＩＰ信託が所有する当社

株式に対する配当金12百万円が含まれております。

２. 2025年11月７日開催の取締役会決議による配当金総額には、役員報酬ＢＩＰ信託が所有する当社株式

に対する配当金12百万円が含まれております。

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

2026年６月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案して

おります。

　なお、配当原資については、利益剰余金とすることを予定しております。

（注）2026年６月23日開催の定時株主総会決議による配当金総額には、役員報酬ＢＩＰ信託が所有する当

社株式に対する配当金24百万円が含まれております。



〈金融商品に関する注記〉

１. 金融商品の状況に関する事項

当社グループは、年度経営計画の一環として策定した資金計画に照らして必要な資金を安定的かつ低コス

トの調達手段（主として銀行借入）で調達し、一時的な余資は流動性および安全性の高い金融資産で運用し

ております。

　営業債権及びその他の債権に係る顧客の信用リスクは、与信限度管理規程に沿ってリスク低減を図ってお

ります。また、その他の金融資産は主として株式であり、上場株式については四半期ごとに公正価値の把握

を行っております。

　借入金の使途は運転資金および設備投資資金であり、一部の長期借入金の金利変動リスクに対して金利ス

ワップ取引を実施して支払利息の固定化を実施しております。

なお、デリバティブはリスク回避を目的とし、実需の範囲で行うこととしております。

２. 金融商品の公正価値等に関する事項

(a) 公正価値の測定方法

当社グループは、主な金融資産および金融負債の公正価値について、次のとおり決定しております。

金融商品の公正価値の測定において、市場価格が入手できる場合は市場価格を利用しております。

市場価格が入手できない金融商品の公正価値に関しては、マルチプル法またはその他適切な評価方法に

より測定を行っております。

（現金及び現金同等物、営業債権及びその他の債権、営業債務及びその他の債務）

　これらは短期間で決済されるため、公正価値は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって

おります。

（その他の金融資産、その他の金融負債）

　上場株式の公正価値については、期末日の取引所の価格によって算定し、公正価値の測定ではレベル１

に分類しております。

　非上場株式の公正価値については、マルチプル法により算定し、公正価値の測定ではレベル３に分類し

ております。非上場株式の公正価値測定にあたっては、評価倍率等の観察可能でないインプットを用いて

おります。

　デリバティブ取引等は、金利や為替レート等の観察可能なインプットを用いて割引現在価値法により算

定しており、公正価値の測定ではレベル２に分類しております。

　上記以外の金融資産および金融負債の公正価値は、帳簿価額と近似しております。

（借入金）

　借入金の公正価値については、将来キャッシュ・フローを同様の新規借入を行った場合に想定される利

率で割り引いて算定し、公正価値の測定ではレベル２に分類しております。

(b) 償却原価で測定する金融商品の帳簿価額および公正価値

現金及び現金同等物、営業債権及びその他の債権、営業債務及びその他の債務、借入金等については、

公正価値が帳簿価額と近似しているため、注記を省略しております。

(c) 公正価値で測定する金融商品とそのヒエラルキー

次の表では、公正価値で測定する金融商品に関する分析を示しております。それぞれのレベルは次のと

おり定義されております。

レベル１：当社グループが測定日現在でアクセスできる同一の資産または負債に関する活発な市場にお

ける（無調整の）相場価格

レベル２：資産または負債について直接または間接に観察可能なインプットのうち、レベル１に含まれ

る相場価格以外のもの

レベル３：資産または負債についての観察可能でないインプット

公正価値ヒエラルキーのレベル間の振替は、各連結会計年度の期首時点で発生したものとして認識して

おります。なお、当連結会計年度において、レベル間の振替が行われた重要な金融商品はありません。



レベル１ レベル２ レベル３ 合計

（金融資産）

純損益を通じて公正価値で測定す
る金融資産

デリバティブ － 16 － 16

その他の金融資産 － 97 18 116

その他の包括利益を通じて公正価
値で測定する金融資産

資本性金融商品 10,731 － 1,128 11,860

金融資産合計 10,731 113 1,147 11,993

（金融負債）

純損益を通じて公正価値で測定す
る金融負債

デリバティブ － 50 － 50

金融負債合計 － 50 － 50

純損益を通じて公正価値で測
定する金融商品（注）１

その他の包括利益を通じて公
正価値で測定する金融商品

（注）２

期首残高 20 921

利得または損失

純損益 △0

その他の包括利益 158

購入 － 49

処分 △0 －

その他 △1 0

期末残高 18 1,128

報告期間末に保有している資産について純損
益に計上された未実現損益の変動

△0 －

（単位：百万円）

レベル３に分類した金融商品の調整表

レベル３に分類される公正価値測定について、期首残高から期末残高への調整表は、次のとおりであり

ます。

（単位：百万円）

（注）１. 純損益に認識した利得または損失は、連結損益計算書の「金融収益」または「金融費用」に含めてお

ります。

２. レベル３に分類される金融商品については、当社グループで定められた評価方針および手続に従い、

財務部門が評価方法を決定し、公正価値を測定しております。測定結果については、適切な責任者が

承認を行っております。

３. 公正価値の測定にあたって、重要な観察可能でないインプットは、類似企業のEBIT倍率およびPER倍

率であります。当連結会計年度において、EBIT倍率は30.2倍～33.3倍、PER倍率は17.1倍～42.0倍で

あり、公正価値はその上昇（低下）により増加（減少）します。

レベル３に分類される金融商品について、観察可能でないインプットを合理的に考え得る代替的な仮

定に変更した場合の公正価値の増減は重要ではありません。



日本 アジア 中国 欧米他 計

報
告
セ
グ
メ
ン
ト

自動車部品事業 12,646 33,586 5,949 8,214 60,397

産業資材事業 23,805 4,167 3,560 7,273 38,806

高機能エラストマ
ー製品事業

9,705 1,021 2,993 696 14,417

計 46,157 38,774 12,503 16,185 113,620

その他 5,637

合計 119,257

期首残高 期末残高

顧客との契約から生じた債権

　受取手形及び売掛金 18,138 18,475

　電子記録債権 4,663 4,659

契約負債 100 117

１株当たり親会社所有者帰属持分 2,272円46銭

基本的１株当たり当期利益 256円49銭

〈収益認識に関する注記〉

１. 売上収益の分解

当社グループの売上収益は、顧客との契約から認識された売上収益であり、当社グループの報告セグメン

トを地域別に分解した場合の内訳は、次のとおりであります。

（単位：百万円）

（注）売上収益は販売元の所在地を基礎とし、セグメント間の内部取引控除後の金額を表示しております。

　各セグメントに含まれる主要な製品は、「〈連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する

注記〉５．会計方針に関する事項(9）収益の認識」に記載のとおりであります。

　これらの製品については、顧客に製品を引き渡した時点で、履行義務を充足したと判断し、同時点で収益

を認識しております。また、収益は、顧客との契約において約束された対価から値引等の見積りを控除した

金額で算定しております。支払条件は一般的な条件であり、延払等の支払条件となっている取引で重要なも

のはありません。

２. 契約残高

当連結会計年度における、契約残高の内訳は、次のとおりであります。

（単位：百万円）

　当連結会計年度において、契約負債の期首残高すべてを収益として認識しております。

　また、当連結会計年度において、過去の期間に充足（または部分的に充足）した履行義務から認識した収

益の額に重要性はありません。

　契約負債については、連結財政状態計算書の「その他の流動負債」に計上しております。

３. 残存履行義務に配分した取引価格

当社グループは、個別の予想契約期間が１年を超える重要な取引がないため、実務上の便法を適用し、残

存履行義務に関する情報の記載を省略しております。また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格

に含まれていない重要な金額はありません。

〈１株当たり情報に関する注記〉



計算書類

貸借対照表 （単位：百万円）

科 目

金 額

科 目

金 額

当事業年度
2026年３月31日

（ご参考）
前事業年度
2025年３月31日

当事業年度
2026年３月31日

（ご参考）
前事業年度
2025年３月31日

（ 資 産 の 部 ）

流　動　資　産

現 金 及 び 預 金

受 取 手 形

電 子 記 録 債 権

売 掛 金

商 品 及 び 製 品

仕 掛 品

原 材 料 及 び 貯 蔵 品

前 払 費 用

そ の 他

固　定　資　産

有形固定資産

建 物

構 築 物

機 械 及 び 装 置

車 両 運 搬 具

工 具 、 器 具 及 び 備 品

土 地

リ ー ス 資 産

建 設 仮 勘 定

無形固定資産

ソ フ ト ウ エ ア

そ の 他

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

関 係 会 社 出 資 金

長 期 預 け 金

長 期 前 払 費 用

そ の 他

貸 倒 引 当 金

35,373

7,325

0

714

14,376

1,965

2,023

836

276

7,854

37,925

15,021

5,162

334

3,653

19

623

4,011

71

1,144

633

525

108

22,269

10,737

8,613

2,626

－

55

301

△63

30,692

4,416

1

972

13,828

2,031

2,038

813

225

6,363

36,855

14,186

5,032

331

3,494

20

599

4,017

54

635

612

486

125

22,056

8,645

8,613

2,626

1,787

72

375

△63

（ 負 債 の 部 ）

流　動　負　債 26,038 23,473

電 子 記 録 債 務 5,795 5,672

買 掛 金 3,014 3,303

短 期 借 入 金 3,400 4,900

１年内返済予定の長期借入金 1,787 450

未 払 金 1,296 1,137

未 払 費 用 1,305 1,216

未 払 法 人 税 等 692 －

預 り 金 5,765 4,546

賞 与 引 当 金 1,270 1,119

設 備 関 係 未 払 金 1,130 724

製 品 補 償 引 当 金 0 1

そ の 他 578 402

固　定　負　債 1,861 3,351

長 期 借 入 金 － 1,787

退 職 給 付 引 当 金 15 13

株 式 報 酬 引 当 金 213 162

繰 延 税 金 負 債 1,544 854

そ の 他 88 533

負 債 合 計 27,899 26,824

（ 純 資 産 の 部 ）

株　主　資　本 39,545 36,330

資 本 金 10,951 10,951

資 本 剰 余 金 2,776 2,777

資 本 準 備 金 2,738 2,738

その他資本剰余金 38 39

利 益 剰 余 金 31,518 26,318

その他利益剰余金 31,518 26,318

別 途 積 立 金 8,970 8,970

繰越利益剰余金 22,548 17,348

自 己 株 式 △5,700 △3,717

評価・換算差額等 5,852 4,392

その他有価証券評価差額金 5,852 4,392

純 資 産 合 計 45,398 40,723

資 産 合 計 73,298 67,547 負 債 ・ 純 資 産 合 計 73,298 67,547

（注）記載金額は表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。



損益計算書 （単位：百万円）

科 目

金 額

当事業年度
自　2025年４月１日
至　2026年３月31日

前事業年度（ご参考）
自　2024年４月１日
至　2025年３月31日

売 上 高 51,544 50,493

売 上 原 価 38,729 38,682

売 上 総 利 益 12,815 11,810

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 11,879 11,454

営 業 利 益 935 356

営 業 外 収 益 7,643 7,232

受 取 利 息 及 び 配 当 金 6,915 6,992

為 替 差 益 437 －

そ の 他 290 240

営 業 外 費 用 336 550

支 払 利 息 63 54

為 替 差 損 － 212

固 定 資 産 除 却 損 23 13

そ の 他 248 269

経 常 利 益 8,242 7,039

特 別 利 益 1,748 216

受 取 保 険 金 1,524 －

投 資 有 価 証 券 売 却 益 224 216

特 別 損 失 239 5,017

減 損 損 失 238 909

投 資 有 価 証 券 評 価 損 0 59

関 係 会 社 株 式 評 価 損 － 4,049

税 引 前 当 期 純 利 益 9,752 2,237

法人税、住民税及び事業税 1,295 444

法 人 税 等 調 整 額 △3 △31

当 期 純 利 益 8,460 1,824

（注）記載金額は表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。



（自　2025年４月１日　至　2026年３月31日） （単位：百万円）

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利益剰余金

自 己 株 式
株 主 資 本
合 計資本準備金

そ の 他
資本剰余金

そ の 他
利益剰余金

2025年４月１日残高 10,951 2,738 39 26,318 △3,717 36,330

事業年度中の変動額

剰余金の配当 △3,259 △3,259

当期純利益 8,460 8,460

自己株式の取得 △2,000 △2,000

自己株式の処分 △0 16 15

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額（純額）

事業年度中の変動額合計 － － △0 5,200 △1,983 3,215

2026年３月31日残高 10,951 2,738 38 31,518 △5,700 39,545

評 価 ・ 換 算 差 額 等

純 資 産
合 計

その他有価
証 券 評 価
差 額 金

評価・換算
差 額 等

2025年４月１日残高 4,392 4,392 40,723

事業年度中の変動額

剰余金の配当 △3,259

当期純利益 8,460

自己株式の取得 △2,000

自己株式の処分 15

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額（純額）

1,459 1,459 1,459

事業年度中の変動額合計 1,459 1,459 4,675

2026年３月31日残高 5,852 5,852 45,398

別途積立金
繰 越 利 益
剰 余 金

合 計

2025年４月１日残高 8,970 17,348 26,318

事業年度中の変動額

剰余金の配当 △3,259 △3,259

当期純利益 8,460 8,460

自己株式の取得

自己株式の処分

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額（純額）

事業年度中の変動額合計 － 5,200 5,200

2026年３月31日残高 8,970 22,548 31,518

株主資本等変動計算書

（注）１. 記載金額は表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。

２. その他利益剰余金の内訳



・・・移動平均法による原価法

・・・時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価

は移動平均法により算定）

市場価格のない株式等 ・・・移動平均法による原価法

デリバティブ ・・・時価法

① 製品、仕掛品、原材料 ・・・先入先出法による原価法

（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの

方法により算定）

② 商品、貯蔵品 ・・・総平均法による原価法

（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの

方法により算定）

(1) 有形固定資産

（リース資産を除く）

・・・定率法

ただし、1998年４月１日以降取得した建物（附属設備を

除く。）ならびに2016年４月１日以降取得した建物附属

設備および構築物については定額法によっております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 ３～50年

機械及び装置 ８～10年

(2) 無形固定資産

（リース資産を除く）

・・・定額法

なお、自社利用のソフトウエアについては社内における

利用可能期間（５年）に基づいております。

(3) リース資産 ・・・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資

産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

を採用しております。

(1) 貸倒引当金 ・・・債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権につい

ては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計

上しております。

(2) 株式報酬引当金 ・・・役員報酬ＢＩＰ信託による当社株式の交付に備えるた

め、社内規程に基づき、役員等に割り当てられたポイン

トに応じた株式の支給見込額を計上しております。

(3) 製品補償引当金 ・・・当社製品を使用している最終製品について、得意先にお

いて市場回収処理を行うことに伴い、当社の負担見込額

を計上しております。

(4) 賞与引当金 ・・・従業員賞与の支給に備えるため、当事業年度に負担すべ

き支給見込額を計上しております。

個別注記表

　〈重要な会計方針に係る事項に関する注記〉

１.資産の評価基準および評価方法

(1) 有価証券の評価基準および評価方法

①子会社株式および関連会社株式

②その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

(2) デリバティブの評価基準および評価方法

(3) 棚卸資産の評価基準および評価方法

２. 固定資産の減価償却の方法

３. 引当金の計上基準



４. 収益および費用の計上基準

当社の主要な事業は、自動車部品事業、産業資材事業および高機能エラストマー製品事業であります。

自動車部品事業においては、自動車用伝動ベルト製品、二輪車用伝動ベルト製品などを、産業資材事業に

おいては、一般産業用伝動ベルト製品、その他伝動用製品、運搬ベルト、運搬システム製品、もみすりロー

ルなどを、高機能エラストマー製品事業においては、クリーニングブレード、高機能ローラ、精密ベルト、

ポリウレタン機能部品、精密研磨材、建築資材用フイルム、医療用フイルム、装飾表示用フイルム、工業用

フイルムなどを販売しており、当社は顧客に製品を引き渡す履行義務を負っております。

当該履行義務は、製品を引き渡す一時点において、顧客が当該製品に対する支配を獲得して充足されると

判断し、同時点で収益を認識しております。製品の出荷時から、顧客に製品を引き渡しその支配が顧客に移

転される時までの期間は通常数日程度と考えられるため、代替的取扱いを適用し製品の出荷時に収益を認識

しております。また、収益は、顧客との契約において約束された対価から値引等の見積りを控除した金額で

算定しております。

　なお、買戻し契約に該当する一部の有償支給取引については、代替的取扱いを適用し支給品の譲渡時に当

該支給品の消滅を認識しております。

５. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

グループ通算制度の適用

　グループ通算制度を適用しております。

６. 追加情報

（取締役等を対象とする業績連動型株式報酬制度）

　当社は、取締役（業務執行取締役でない取締役および海外居住者を除く。）および執行役員（以下、併せ

て「取締役等」という。）を対象に、取締役等の報酬と当社株式の価値との連動性をより明確にし、中長期

的な業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を高めることを目的として、業績連動型株式報酬制度（以

下、「本制度」という。）として役員報酬ＢＩＰ信託を導入しております。

　当該信託契約に係る会計処理については、「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する

実務上の取扱い」に準じております。

(1) 取引の概要

本制度は、当社が信託に金員を拠出し、当該信託がこれを原資として当社株式を取得し、業績達成度に

応じて当社の取締役等に当社株式の交付を行う業績連動型株式報酬制度であります。ただし、取締役等が

当社株式の交付を受ける時期は、原則として、取締役等の退任時とします。

(2) 信託に残存する自社の株式

信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く。）により、純資産の部に

自己株式として計上しております。当事業年度末の当該株式の帳簿価額および株式数は、337百万円およ

び303千株であります。

　また、上記役員報酬の当事業年度負担見込額については、株式報酬引当金として計上しております。



１. 有形固定資産の減価償却累計額 64,479百万円

短期金銭債権 18,995百万円

短期金銭債務 6,537百万円

売上高 34,653百万円

仕入高 3,582百万円

営業取引以外の取引高 7,518百万円

場所 用途
減損損失

種類 金額（百万円）

大阪府泉南市 事業用資産 建物 1

機械及び装置 76

車両運搬具 0

工具、器具及び備品 14

建設仮勘定 133

ソフトウエア 2

その他（無形固定資産） 3

その他（投資その他の資産） 6

合計 238

〈会計上の見積りに関する注記〉

（関係会社株式の評価）

(1) 当事業年度の計算書類に計上した金額

関係会社株式　8,613百万円

（うち、株式会社Aimedic MMTに係る株式は748百万円）

(2) (1)の算出方法および主要な仮定

関係会社株式は、時価を把握することが極めて困難と認められる株式であり、その評価にあたっては実質

価額を算定しております。

　株式会社Aimedic MMTの実質価額の算定にあたっては、超過収益力を反映するため、将来キャッシュ・フ

ローを見積ったうえで、現在価値に割り引いております。将来キャッシュ・フローの見積りにあたっては、

経営者が承認した５ヶ年の事業計画を基礎とし、それ以後の期間については2.0％の成長率を見積もってお

ります。また、現在価値の算定にあたっては、税引前の割引率として12.8％を使用しております。

　事業計画には、既存製品の販売数量予測や新製品の販売計画が含まれており、これらの仮定に変化が生じ

た場合には、翌事業年度の財政状態・経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

〈貸借対照表に関する注記〉

２. 関係会社に対する金銭債権債務

〈損益計算書に関する注記〉

１. 関係会社との取引高

２. 受取保険金

当社加古川工場における雹災事故の被害に対する受取保険金であります。

３. 減損損失

当社は、概ね独立したキャッシュ・インフローを生成させるものとして識別される資産グループの最小単

位を基礎としてグルーピングを行った資金生成単位にて、資産の減損判定を実施しております。減損判定の

結果、回収可能価額が帳簿価額を下回る場合、その回収可能価額まで帳簿価額を減額し、減損損失として計

上しております。

　当事業年度において減損損失を計上した資産は、次のとおりであります。

　上記事業用資産については、収益性の低下等により減損の兆候が認められたため、減損損失を認識してお

ります。回収可能価額は、使用価値に基づき算定しております。



株式の種類
当事業年度

期首株式数（株）
当事業年度

増加株式数（株）
当事業年度

減少株式数（株）
当事業年度

期末株式数（株）

普通株式 44,213,536 － － 44,213,536

株式の種類
当事業年度

期首株式数（株）
当事業年度

増加株式数（株）
当事業年度

減少株式数（株）
当事業年度

期末株式数（株）

普通株式 2,410,402 1,065,921 15,246 3,461,077

関係会社株式 5,205百万円

有形固定資産 593百万円

賞与引当金 400百万円

未払費用 120百万円

リスク分担型企業年金 102百万円

その他 339百万円

繰延税金資産小計 6,761百万円

評価性引当額 △5,389百万円

繰延税金資産合計 1,372百万円

その他有価証券評価差額金 2,687百万円

その他 229百万円

繰延税金負債合計 2,916百万円

繰延税金負債の純額 1,544百万円

〈株主資本等変動計算書に関する注記〉

１. 発行済株式の種類および総数に関する事項

２. 自己株式の種類および株式数に関する事項

（注）１. 当社は、役員報酬ＢＩＰ信託を導入しており、信託が所有する当社株式は自己株式に含めて記載して

おります。

２. 普通株式の増加は、定款の定めに基づく取締役会決議による取得1,065,500株、単元未満株式の買取

421株によるものであります。

３. 普通株式の減少は役員報酬ＢＩＰ信託が保有する当社株式の交付15,246株によるものであります。

４. 当事業年度末の自己株式数には、役員報酬ＢＩＰ信託が所有する当社の株式303,890株が含まれてお

ります。

〈税効果会計に関する注記〉

１. 繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

＜繰延税金資産＞

＜繰延税金負債＞

２. 法人税および地方法人税の会計処理またはこれらに関する税効果会計の会計処理

当社は、グループ通算制度を適用しており、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関

する取扱い」（実務対応報告第42号2021年８月12日）に従って、法人税および地方法人税の会計処理または

これらに関する税効果会計の会計処理ならびに開示を行っております。



種類 会社等の名称
議決権等の
所有（被所
有）割合

関連当事者との
関係

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)

子会社
バンドー・I・
C・S株式会社

所有
直接100％

当社製品の販売
資金の預り

当社製品の販売
（注１）

15,506 売掛金 5,870

資金の預り 3,085 預り金 3,471

利息の支払
（注１）（注２）

27 － －

子会社
株 式 会 社
Aimedic MMT

所有
直接100％

資金の預け
資金の預け 3,068

その他
（流動資産）

3,117

利息の受取
（注１）（注２）

30
その他
（流動資産）

6

子会社 Bando USA,Inc.
所有
直接100％

当 社 製 品 の 販
売・技術供与等
資金の貸付

当社製品の販売
（注１）

2,198 売掛金 1,139

資金の貸付 15,807
その他
（流動資産）

3,997

資金の返済 16,402

利息の受取
（注１）

210
その他
（流動資産）

3

子会社

Bando 
Manufacturing 
(Thailand) 
Ltd.

所有
直接99％
間接0％

当 社 製 品 の 販
売・技術供与等

当社製品の販売・
技術供与
（注１）

4,222 売掛金 1,443

１株当たり純資産額 1,114円01銭

１株当たり当期純利益 205円32銭

〈関連当事者との取引に関する注記〉

（注）１. 取引条件および取引条件の決定方針

製品の販売については、市場価格に基づき決定しております。

資金の預り、資金の預けおよび資金の貸付の利息は、市場金利を勘案して決定しております。

２. 資金の預りおよび資金の預けについては、主に当社が導入しているＣＭＳ（キャッシュ・マネジメン

ト・システム）による取引であり、取引金額は期中平均残高を記載しております。

〈１株当たり情報に関する注記〉

（注）役員報酬ＢＩＰ信託が所有する当社株式を、１株当たり純資産額の算定上、期末発行済株式総数から控除

する自己株式に含めております。（当事業年度303千株）

また、１株当たり当期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めておりま

す。（当事業年度307千株）

〈収益認識に関する注記〉

　「〈重要な会計方針に係る事項に関する注記〉４．収益および費用の計上基準」に記載の通りであります。



監査報告書

会計監査人の監査報告書 謄本（単体）

独立監査人の監査報告書

2026 年５月 13 日 
バンドー化学株式会社

取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人 

神戸事務所

指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員
公認会計士 河 野 匡 伸

指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員
公認会計士 飴 本 拓 真

監査意見

当監査法人は、会社法第 436 条第２項第１号の規定に基づき、バンドー化学株式会社の 2025 年４月１日から

2026 年３月 31 日までの第 103 期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計

算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、

当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準

における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、

我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）

に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、

意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示

することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締

役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその

他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の

記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討するこ

と、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことに

ある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実

を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。



計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し

適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表

示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切である

かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事

項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。 

計算書類等の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚

偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意

見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計

算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専

門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査

手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十

分かつ適切な監査証拠を入手する。

・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リス

ク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。 

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理

性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に

基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められる

かどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算

書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場

合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日

までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくな

る可能性がある。

・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠してい

るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎

となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制

の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行

う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、

並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じ

ている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容

について報告を行う。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上


